
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年１０月 

 

安芸高田市 

  

安芸高田市障害者基幹相談支援センター業務委託法人募集要項 
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１ 募集目的 

安芸高田市では、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるための地域

支援体制の構築を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）第７７条

の２に規定する基幹相談支援センターの業務を受託する法人を募集します。 

 

２ 業務概要 

 （１）業務名  

安芸高田市障害者基幹相談支援センター業務 

 （２）業務内容  

別紙「仕様書」のとおり 

 （３）設置場所 

    安芸高田市保健センター（安芸高田市吉田町常友１５６４番地２） 

 （４）履行期間 

令和５年４月１日から令和８年３月３１日まで（３年間） 

※契約を締結した日から令和５年３月３１日までの期間を業務引継ぎ期間と

します。なお、業務引継ぎに関する費用は、受託者の負担とします。 

 （５）委託上限額 

    年額 ２２，０００千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

３ 参加資格 

安芸高田市に法人の本拠を有する社会福祉法人又は特定非営利活動法人であって、

かつ、中立・公正な運営を行うことができ、円滑に相談支援事業等を実施すること

ができる次の要件全てを満たす法人であることとします。 

（１）障害者総合支援法第５１条の１９の指定一般相談支援事業所、又は同法第５１

条の２０の指定特定相談支援事業所を運営する法人であること。 

（２）当該法人が基幹相談支援センター業務を受託し、運営するために必要な経営基

盤や社会的信望を有していること。 

（３）市の障害者福祉行政をよく理解し、積極的に協力できる法人であること。 

（４）障害者総合支援法その他の関係法令、厚生労働省及び広島県からの通知通達等

及び指導を遵守できる法人であること。 

（５）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の各号に該当す

る者でないこと。 

（６）法人税、消費税及び地方税を滞納していないこと。 

（７）公告の日から契約を締結した日までの間において、建設業者等指名除外要綱(平

成１６年安芸高田市訓令第７７号)第２条第１項に規定する指名除外等の措置
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を受けていない者であること。 

（８）会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づき更生開始に申立てがなされて

いる者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成１

１年法律第２２５号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生

手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。 

（９）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員又は同号に規定

する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」と

いう。）及び暴力団員等と密接な関係を有する者並びにこれらの者のいずれか

が役員等となっていないこと。 

 

４ 参加手続き等 

 （１）担当部署及び問合せ先 

    〒７３１-０５９２ 安芸高田市吉田町吉田７９１番地 

    安芸高田市福祉保健部社会福祉課 

    電話 ０８２６-４２-５６１５  ＦＡＸ０８２６-４２-２１３０ 

    E-mail  shakaifukushi@city.akitakata.jp 

 （２）スケジュール（予定）     

 事  項 日  程 

１ 公募開始 令和４年１０月２５日（火） 

２ 質問の受付期間 令和４年１０月２５日（火）～３１日（月） 

３ 質問に対する回答期限 令和４年１１月 ２日（水） 

４ 参加表明書の提出期限 令和４年１１月 ７日（月） 

５ 参加資格確認結果の通知 令和４年１１月１０日（木）迄 

６ 提案書提出期限 令和４年１１月２４日（木） 

７ 選定委員会（ヒアリング・審査） 令和４年１２月 １日（木） 

８ 選定結果の通知 令和４年１２月 ９日（金）迄 

 （３）質問の受付 

 ア 受付期間  

令和４年１０月２５日（火）から 

令和４年１０月３１日（月）午後５時まで 

イ 提出方法  

基幹相談支援センター業務委託公募に係る質問書【様式１】に記入の上、持

参、郵送、FAX、E-mail のいずれかの方法で、安芸高田市福祉保健部社会福

祉課へ提出してください。 

持参の場合は土日及び祝日を除く、各日午前９時００分から午後５時までを



－3－ 

受付時間とします。 

また、FAX 又は E-mail の場合は送信した旨の連絡をしてください。 

   ウ 回答方法  

質問に対する回答は令和４年１１月２日（水）までに FAX 又は E-mail で行

うとともに、安芸高田市ホームページ上に掲載します。 

 （４）参加表明書等の提出 

   ア 提出書類（なお、②④⑤については、公表されている場合は省略可） 

     ①プロポーザル参加表明書【様式２】 

     ②定款又は寄付行為 

     ③履歴事項全部証明書 

     ④役員名簿 

     ⑤直近２年分の法人の決算書類（収支決算書、貸借対照表、財産目録等） 

     ⑥法人収支予算書（令和４年度） 

     ⑦法人組織図 

     ⑧納税証明書又は納税義務がない旨の理由を記した申立書 

   イ 提出期限  

令和４年１１月７日（月）午後５時必着 

   ウ 提出部数 

 各２部（正本１部 副本１部） 

   エ 提出方法   

持参又は郵送で安芸高田市福祉保健部社会福祉課へ提出してください。 

持参の場合は土日及び祝日を除く、各日午前９時００分から午後５時までを

受付時間とします。 

  （５）参加資格の確認・通知 

     参加表明者の参加資格確認結果を令和４年１１月１０日（木）までに通知し

ます。 

（６）提案書の提出 

ア 提出書類  

     企画提案書【様式３】に次の①～④の資料を添付してください。添付資料に

ついては任意の様式による作成も可とします。 

   ①応 募の理由【様式４】 

   ②法人等の概要【様式５】 

   ③事 業計画書【様式６】 

   ④費 用見積書【様式７】 

イ 提出期限  

令和４年１１月２４日（木）午後５時必着 
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ウ 提出部数 

各９部（正本１部 副本８部） 

エ 提出方法 

持参又は郵送で安芸高田市福祉保健部社会福祉課へ提出してください。 

持参の場合は土日及び祝日を除く、各日午前９時００分から午後５時までを

受付時間とします。 

オ 留意事項 

     ①提出書類は、Ａ４版・縦型・横書き・左綴じで作成し、各資料の番号をイ

ンデックスに書き込み資料に付してください。 

     ②提出書類について、提出期限後の追加及び変更は認めません。 

 

５ 選定方法及び評価基準 

（１）「安芸高田市障害者基幹相談支援センター委託法人選定委員会」においてヒア

リング及び審査を行い、委託法人を選定した後、市長が最終的な決定をします。 

なお、ヒアリング審査の日程は、後日通知します。 

（２）評価基準 

評価項目 評価内容 配点 

業務の実施体制 ・法人運営の健全性・安定性 

・基幹相談支援センターの運営方針 

・配置する職員の資格や相談支援実績 

・職員への研修体制 

・業務時間外における緊急時の体制 

２５ 

業務の実施計画 ・総合的・専門的な相談支援の実施 

・地域移行・地域定着促進の取組み 

・就労支援の実施 

・自立支援協議会の運営等地域づくりの取組み 

・権利擁護に係る取組み 

・相談支援事業者及び障害者福祉事業者の育成・支援 

・障害者地域生活支援システム事業の推進 

５０ 

その他 ・苦情解決体制 

・災害時の体制や対応方法 

・個人情報保護のための方策・マニュアル 

１５ 

価格評価 ・見積額の適正 １０ 
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６ 選定結果 

  選定結果は、ヒアリング審査日から１０日以内に提案者全員に通知文書を発送しま

す。 

 

７ その他 

（１）応募に要する費用は、応募者の負担とします。 

（２）提出された書類は、返却しません。 

（３）手続きにおいて使用する言語、通貨及び単位については、日本語、日本円、日

本の標準時及び計量法（平成４年法律第５１号）に定める単位に限ります。 

（４）応募者の提出書類は、安芸高田市情報公開条例の規定に基づき開示する場合が

あります。 


